
令和３年度簡易水道事業の概要と事業の経営方針 

 

   令和３年度予算の編成にあたっては、前年度に引き続き令和元年度から３年

間をかけて公営企業法適用会計への移行を行います。令和４年４月１日に適用

予定であり、公営企業会計を適用することにより、経営・資産の状況の「見え

る化」を実施し、ストック情報や損益情報などの経営情報を的確に把握すると

ともに、資産の現状を把握し中長期的な収支見通しに基づく経営基盤の強化等

を行うものです。また、水道が住民の日常生活に直結し、その健康を守るため

に欠くことのできないものである為、老朽管等布設替工事及び施設修繕工事を

進めており、今年度は朝日根地区老朽管更新工事を予定しています。なお、こ

の工事については生活基盤施設耐震化等交付金を要望しており、認可されれば

工事費の約５分の２の額が交付されます。 

歳入に関する事項 

１款 分担金及び負担金 ２５３千円、構成比０.２３％ （前年度同額） 

２款 使用料及び手数料 ４８，４７９千円、構成比４３.２８％ 

（前年度比１，４４３千円、３．１％増） 

４款 県 補 助 金 ８，２９２千円、構成比７.４％ 

（前年度比８，２９２千円、皆増） 

５款 繰 入 金 ５４,００３千円、構成比４８．２２％ 

（前年度比１,９８５千円、３．８％増） 

６款 繰 越 金 ９３０千円、構成比０．８３％ 

（前年度比△１０千円 １．１％減） 

７款 諸 収 入  ４３千円、構成比０.０４％ 

（前年度比△１０千円 １８．９％減） 

歳出に関する事項 

１款 総 務 費  １７,４４４千円、構成比１５．５８％ 

（前年度比７２２千円、４．３％増） 

２款 衛 生 費  ７９，２５６千円、構成比７０.７６％ 

（前年度比１０,９８７千円、１６．１％増） 

３款 公 債 費  １４,３７０千円、構成比１２.８３％ 

（前年度比１千円、０．０％増） 

４款 予 備 費  ９３０千円、構成比０.８３％ 

（前年度比△１０千円 １．１％減） 

 


